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1

一　

は
じ
め
に

胡
適
『
中
国
哲
学
史
大
綱
（
巻
上
）』（
一
九
一
九
年
）
は
、『
墨
子
』
五
十
三
篇
を
内
容
に
基
づ
き
、
つ
ぎ
の
五
つ
に
分
類
し
た
。

	

第
一
類
…
…
親
士
・
修
身
・
所
染
・
七
患
・
辭
過
・
三
辯

	

第
二
類
…
…	

尚
賢
（
上
・
中
・
下
）・
尚
同
（
上
・
中
・
下
）・
兼
愛
（
上
・
中
・
下
）・
非
攻
（
上
・
中
・
下
）・
節
用
（
上
・
中
）・

節
葬
（
下
）・
天
志
（
上
・
中
・
下
）・
明
鬼
（
下
）・
非
樂
（
上
）・
非
命
（
上
・
中
・
下
）

	

第
三
類
…
…
經
（
上
・
下
）・
經
説
（
上
・
下
）・
大
取
・
小
取

	

第
四
類
…
…
耕
柱
・
貴
義
・
公
孟
・
魯
問
・
公
輸
・
非
儒

	

第
五
類
…
…
備
城
門
・
備
高
臨
・
備
梯
・
備
水
・
備
突
・
備
蛾
傅
・
迎
敵
祠
・
旗
幟
・
號
令
・
雜
守

こ
の
う
ち
、
墨
家
の
主
要
な
主
張
は
第
二
類
、
い
わ
ゆ
る
「
十
論
」
あ
る
い
は
「
十
論
二
十
三
篇
」
と
呼
ば
れ
る
諸
篇
に
表
明
さ
れ
て
い

る
。
墨
家
思
想
と
は
、
こ
の
第
三
類
を
中
心
と
す
る
思
想
の
総
体
と
い
え
る
。

他
方
、
第
二
類
以
外
の
四
類
は
、
思
想
集
団
と
し
て
の
墨
家
の
多
様
な
活
動
の
痕
跡
を
多
方
面
か
ら
物
語
る
諸
篇
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。
そ
う
し
た
四
類
の
う
ち
、
第
三
類
は
論
理
学
関
係
の
記
述
を
収
め
る
諸
篇
と
さ
れ
、「
墨
弁
」
と
通
称
さ
れ
る
。
こ
の
「
墨
弁
」
諸
篇

は
、
清
末
以
降
こ
れ
ま
で
、
胡
適
・
梁
啓
超
ら
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
研
究
成
果
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
難
解
さ
ゆ
え
に
、
十
全
に
理

解
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
ず
、『
墨
子
』
内
に
お
け
る
位
相
も
い
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
た
状
況
に
は
な
い
。

（
1
）

（
2
）

荻

野

友

範

『
墨
子
』
兼
愛
論
の
論
理
展
開

― 

小
取
篇
と
の
関
わ
り
か
ら
―
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こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
前
稿
で
は
、「
墨
弁
」
末
尾
に
位
置
す
る
小
取
篇
に
見
え
る
五
つ
の
論
弁
形
式
を
分
析
、
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
五
つ
の
論
弁
形
式
と
「
十
論
」
の
論
理
展
開
と
の
間
に
一
定
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
小
取
篇
の
内
容
の
把
握

に
稿
の
大
半
を
費
や
し
、
五
つ
の
論
弁
形
式
と
「
十
論
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
、
三
の
極
め
て
典
型
的
な
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま

り
、
十
分
に
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
小
稿
で
は
前
稿
で
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
「
十
論
」
の
論
理
展
開
に
見
え
る
五
つ
の
論
弁
形
式
と
の
関
係
を
、「
十
論
」

の
う
ち
で
も
墨
家
の
第
一
の
主
張
で
あ
る
「
兼
愛
」
三
篇
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
。

二　
「
小
取
」
の
論
弁
形
式

前
稿
で
は
、『
墨
子
』
小
取
篇
に
見
え
る
五
つ
の
論
弁
形
式
で
あ
る
「
是
而
然
（
是
に
し
て
然
り
）」「
是
而
不
然
（
是
に
し
て
然
ら
ず
）」

「
不
是
而
然
（
是
な
ら
ず
し
て
然
り
）」「
一
周
而
一
不
周
（
一
は
周
く
し
て
一
は
周
か
ら
ず
）」「
一
是
而
一
非
（
一
は
是
に
し
て
一
は
非
な

り
）」
に
対
し
、
各
形
式
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
る
四
か
ら
九
の
具
体
例
に
よ
る
定
義
を
通
し
て
解
釈
し
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
付
け
た
。

「
是
而
然
」
と
は
、「
是
」
と
さ
れ
る
文
で
生
じ
た
概
念
が
、「
然
」
と
さ
れ
る
文
の
内
容
に
お
い
て
同
一
文
字
で
示
さ
れ
る
概
念
と
内
容

上
一
致
す
る
形
式
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
白
馬
、
馬
也
。
乘
白
馬
、
乘
馬
也
（
白
い
馬
は
馬
で
あ
る
。
白
い
馬
に
乘
る
こ
と
は
馬
に
乘
る

こ
と
で
あ
る
）」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
是
而
不
然
」
と
は
、「
是
」
の
文
で
生
じ
た
あ
る
概
念
が
、「
不
然
」
の
文
に
お
い
て
同
一
文
字
で
示
さ
れ
る
概
念
に
適
応
さ
れ
る
と
そ

の
文
が
成
り
立
た
な
い
形
式
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
車
、
木
也
。
乘
車
、
非
乘
木
也
（
車
は
木
で
あ
る
。
車
に
乘
る
こ
と
は
木
に
乘
る
こ

と
で
は
な
い
）」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
不
是
而
然
」
と
は
、「
不
是
」「
然
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
は
類
似
の
構
造
を
持
ち
な
が
ら
、「
不
是
」
は
未
然
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
認
識
上
あ
る
い
は
実
態
上
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
、「
然
」
は
已
然
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
上
あ
る
い
は
実
態
上

も
存
在
す
る
形
式
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
且
入
井
、
非
入
井
也
。
止
且
入
井
、
止
入
井
也
（
井
戸
に
入
ろ
う
と
い
う
と
き
、
井
戸
に
入
る

行
爲
は
存
在
し
な
い
、
井
戸
に
入
ろ
う
と
す
る
の
を
止
め
る
と
い
う
と
き
、
井
戸
に
入
る
と
い
う
行
爲
を
止
め
る
の
で
あ
る
）」
の
よ
う
な

（
3
）
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も
の
で
あ
る
。

「
一
周
而
一
不
周
」
と
は
、「
一
周
」
の
文
に
お
け
る
観
念
は
全
体
性
を
志
向
し
、「
一
不
周
」
の
文
に
お
け
る
観
念
は
部
分
性
を
志
向
す

る
形
式
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
愛
人
、
待
周
愛
人
、
而
後
爲
愛
人
。
不
愛
人
、
不
待
周
不
愛
人
、
不
周
愛
、
因
爲
不
愛
人
矣
（
人
を
愛
す

る
と
は
、
あ
ま
ね
く
人
を
愛
し
て
、
は
じ
め
て
人
を
愛
す
る
こ
と
と
な
る
。
人
を
愛
さ
な
い
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
あ
ま
ね
く
人
を
愛

さ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
ま
ね
く
は
愛
さ
な
く
と
も
人
を
愛
さ
な
い
こ
と
と
な
る
）」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
一
是
而
一
非
」
と
は
、「
一
是
」
の
文
で
成
り
立
つ
正
し
い
思
考
や
法
則
を
、「
一
非
」
に
適
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
誤
り
と
な
る
形
式
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、「
桃
之
實
、
桃
也
。
棘
之
實
、
非
棘
也
（
桃
の
實
は
桃
で
あ
る
。
棘
の
實
は
棘
で
は
な
い
）」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
五
つ
の
論
弁
形
式
に
は
、
言
語
の
運
用
上
生
じ
る
語
の
多
義
性
に
対
す
る
自
覚
的
な
把
握
、
語
の
多
義
性
が
引
き
起

こ
す
多
様
な
認
識
に
対
す
る
意
識
的
な
辨
別
、
こ
う
し
た
把
握
と
弁
別
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
言
語
運
用
上
の
正
し
さ
の
み
な
ら
ず
、

社
会
通
念
上
の
妥
当
性
を
も
確
保
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
看
取
で
き
る
と
結
論
付
け
た
。

こ
う
し
た
思
考
か
ら
提
示
さ
れ
た
五
つ
の
論
弁
形
式
が
「
十
論
」
に
お
け
る
論
理
展
開
に
看
取
で
き
る
か
否
か
を
検
討
し
た
結
果
、「
是

而
然
」
の
極
め
て
典
型
的
な
例
と
し
て
、
尚
同
三
篇
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
説
か
れ
る
一
節
や
兼
愛
下
篇
の
一
節
、
非
攻
上
篇
の
一
節
、
ま
た
、

「
一
是
而
一
非
」
の
典
型
的
な
例
と
し
て
非
攻
上
篇
の
一
節
を
挙
げ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
取
篇
に
見
え
る
五
つ
の
論
弁
形
式
は
、
論
理
展
開
と
い
う
点
に
お
い
て
「
十
論
」
と
緊
密
な
結
び
付
き
が
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

三　
「
兼
愛
」
三
篇
に
お
け
る
兼
愛
論
の
構
成
と
展
開

「
十
論
」
の
う
ち
、
兼
愛
論
は
墨
家
の
核
心
思
想
で
あ
り
、
墨
家
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
生
成
し
た
思
想
と
し
て
最
初
期
の
も
の
と
さ
れ

る
。「
兼
愛
」
は
、
幸
い
に
も
上
・
中
・
下
の
三
篇
が
す
べ
て
揃
い
、
三
篇
は
お
お
む
ね
上
篇
か
ら
中
篇
、
中
篇
か
ら
下
篇
へ
と
成
立
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
兼
愛
三
篇
が
そ
れ
ぞ
れ
各
篇
の
レ
ベ
ル
、
三
篇
間
の
レ
ベ
ル
、
三
篇
総
体
と
し
て
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
い
か
な
る
表
現

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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や
論
理
構
成
に
よ
っ
て
兼
愛
論
を
展
開
す
る
の
か
。
本
節
で
は
、
上
・
中
・
下
の
各
篇
に
お
い
て
兼
愛
論
を
主
張
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ

た
語
、
句
、
文
、
節
な
ど
大
小
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
表
現
、
構
成
に
注
目
し
て
兼
愛
論
の
論
理
展
開
を
把
握
す
る
。

＊

兼
愛
上
篇
は
「
不
相
愛
」
に
起
因
す
る
現
象
の
提
示
と
そ
の
原
因
の
究
明
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
に
対
し
、「
兼
相
愛
」
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
世
界
を
常
に
対
比
さ
せ
な
が
ら
論
を
展
開
す
る
。
上
篇
で
は
「
不
相
愛
」
と
「
兼
相
愛
」
と
の
対
比
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
構
成
を
活
か
し
つ
つ
検
討
す
る
。

ま
ず
、
聖
人
に
よ
る
天
下
統
治
の
必
須
条
件
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

	

①	

聖
人
以
治
天
下
爲
事
者
也
、
必
知
亂
之
所
自
起
、
焉
能
治
之
。
不
知
亂
之
所
自
起
、
則
不
能
治
。
譬
之
如
醫
之
攻
人
疾
者
然
、
必

知
疾
之
所
自
起
、
焉
能
攻
之
。
不
知
疾
之
所
自
起
、
則
弗
能
攻
。
治
亂
者
何
獨
不
然
、
必
知
亂
之
所
自
起
、
焉
能
治
之
。
不
知
亂

之
所
自
起
、
則
弗
能
治
。
聖
人
以
治
天
下
爲
事
者
也
、
不
可
不
察
亂
之
所
自
起
。

そ
の
条
件
と
は
、「
亂
」
の
発
生
原
因
を
把
握
し
、
天
下
を
統
治
す
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
聖
人
の
天
下
統
治
に
は
、「
亂
」
の
原
因

究
明
が
不
可
欠
で
あ
り
、
先
決
の
事
項
と
さ
れ
る
（
①
）。

つ
ぎ
に
、
そ
の
「
亂
」
の
発
生
原
因
を
よ
く
観
察
す
る
と
、

	

②
當
察
亂
何
自
起
。
起
不
相
愛
。

と
、「
不
相
愛
」
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
（
②
）。

以
下
、「
不
相
愛
」
と
「
兼
相
愛
」
と
の
対
比
と
い
う
構
成
に
基
づ
く
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

（
7
）

不
相
愛
＝
交
相
悪
→
乱

兼
相
愛

③

臣
子
之
不
孝
君
父
、
所
謂
亂
也
。

⑫

若
使
天
下
兼
相
愛
、
愛
人
若
愛
其
身
、

④

子
自
愛
不
愛
父
、
故
虧
父
而
自
利
。

弟
自
愛
不
愛
兄
、
故
虧
兄
而
自
利
。

臣
自
愛
不
愛
君
、
故
虧
君
而
自
利
。
所
謂
亂
也
。

⑬

猶
有
不
孝
者
乎
。
視
父
兄
與
君
若
其
身
、
惡
施
不
孝
。

猶
有
不
慈
者
乎
。
視
弟
子
與
臣
若
其
身
、
惡
施
不
慈
。
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⑤

父
之
不
慈
子
、
兄
之
不
慈
弟
、
君
之
不
慈
臣
、
所
謂
亂
也
。

⑥

父
自
愛
也
不
愛
子
、
故
虧
子
而
自
利
。

兄
自
愛
也
不
愛
弟
、
故
虧
弟
而
自
利
。

君
自
愛
也
不
愛
臣
、
故
虧
臣
而
自
利
。
是
何
也
。
皆
起
不
相
愛
。

⑦

雖
至
天
下
之
爲
盜
賊
者
亦
然
、

⑭

故
不
孝
不
慈
亡
有
、
猶
有
盜
賊
乎
。

⑧

盜
愛
其
室
、
不
愛
其
異
室
、
故
竊
異
室
以
利
其
室
。

賊
愛
其
身
、
不
愛
人
、
故
賊
人
以
利
其
身
。
此
何
也
。
皆
起
不

相
愛
。

⑮

視
人
之
室
若
其
室
、
誰
竊
。

視
人
身
若
其
身
、
誰
賊
。

⑨

雖
至
大
夫
之
相
亂
家
、
諸
候
之
相
攻
國
者
亦
然
。

⑯

故
盜
賊
亡
有
、
猶
有
大
夫
之
相
亂
家
、
諸
侯
之
相
攻
國
者

乎
。

⑩

大
夫
各
愛
其
家
、
不
愛
異
家
、
故
亂
異
家
以
利
其
家
。

諸
候
各
愛
其
國
、
不
愛
異
國
、
故
攻
異
國
以
利
其
國
。

⑰

視
人
家
若
其
家
、
誰
亂
。

視
人
國
若
其
國
、
誰
攻
。

⑪

天
下
之
亂
物
具
此
而
已
矣
。
察
此
何
自
起
。
皆
起
不
相
愛
。

⑱

故
大
夫
之
相
亂
家
、
諸
候
之
相
攻
國
者
亡
有
。

「
不
相
愛
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
諸
現
象
を
「
臣
子
之
不
孝
君
父
」
と
概
括
し
、「
亂
」
と
位
置
付
け
る
（
③
）。「
臣
子
之
不
孝
君
父
」
の

各
論
と
も
い
う
べ
き
六
つ
の
事
象
を
挙
げ
、「
亂
」
と
位
置
付
け
る
。
つ
ま
り
、
子
・
弟
・
臣
が
自
己
の
み
を
愛
し
、
父
・
兄
・
君
を
愛
さ

な
い
の
は
、
父
・
兄
・
君
を
「
虧
」
し
て
自
己
を
「
利
」
す
る
か
ら
で
あ
り
（
④
）、
父
・
兄
・
君
が
自
己
の
み
を
愛
し
、
子
・
弟
・
臣
を

愛
さ
な
い
の
は
、
子
・
弟
・
臣
を
「
虧
」
し
て
自
己
を
「
利
」
す
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
（
⑤
）、「
亂
」
と
は
「
自
利
」
に
よ
る
「
不
相

愛
」
に
起
因
す
る
も
の
と
す
る
（
⑥
）。
し
か
も
、「
君
臣
」「
父
子
」「
兄
弟
」
間
の
「
不
相
愛
」
に
起
因
す
る
現
象
は
、「
盜
」
や
「
賊
」

が
起
こ
す
「
竊
」
や
「
賊
」
に
お
い
て
も
同
様
の
構
造
を
持
ち
（
⑦
）、「
盜
」「
賊
」
が
「
其
室
」「
其
身
」
の
み
を
愛
し
、「
異
室
」「
人
」

を
愛
さ
な
い
の
は
、「
異
室
」「
人
」
を
「
竊
」「
賊
」
し
て
自
己
の
「
室
」「
身
」
を
「
利
」
す
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
不
相
愛
」

に
起
因
す
る
と
い
う
（
⑧
）。
さ
ら
に
、「
君
臣
」「
父
子
」「
兄
弟
」
間
の
「
不
相
愛
」
に
起
因
す
る
現
象
や
「
盜
」「
賊
」
が
起
こ
す
「
竊
」
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「
賊
」
は
、
大
夫
間
や
諸
侯
間
に
起
こ
る
「
亂
」
や
「
攻
」
に
お
い
て
も
同
様
の
構
造
を
持
つ
と
す
る
（
⑨
）。
大
夫
・
諸
侯
が
自
己
の

「
家
」「
國
」
を
愛
し
、「
異
家
」「
異
國
」
を
愛
さ
な
い
の
は
、「
異
家
」「
異
國
」
を
「
亂
」「
攻
」
し
て
自
己
の
「
家
」「
國
」
を
「
利
」

す
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
不
相
愛
」
に
起
因
す
る
と
い
う
（
⑩
）。
天
下
に
発
生
す
る
あ
ら
ゆ
る
「
亂
」
は
結
局
、「
不
相
愛
」
に

よ
る
も
の
と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
（
⑪
）。

こ
う
し
た
「
亂
―
不
相
愛
」
と
い
う
構
図
に
対
し
、「
不
相
愛
」
の
対
極
に
あ
る
「
兼
相
愛
」（「
若
使
天
下
兼
相
愛
、
愛
人
若
愛
其
身

（
若
し
天
下
を
し
て
兼
相
愛
し
、
人
を
愛
す
る
こ
と
其
の
身
を
愛
す
る
が
若
く
な
ら
し
む
）」）
が
天
下
に
広
く
行
き
渡
れ
ば
（
⑫
）、「
亂

（
不
相
愛
）」（
③
～
⑪
）
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
解
消
す
る
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
。

父
・
兄
・
君
あ
る
い
は
弟
・
子
・
臣
を
自
分
自
身
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、「
不
孝
」「
不
慈
」
は
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
（
⑬
）。「
不

孝
」「
不
慈
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、「
盜
」「
賊
」
は
存
在
す
る
は
ず
は
な
く
（
⑭
）、
他
家
や
他
人
を
自
家
や
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
見

る
な
ら
ば
、
誰
も
「
盜
」
や
「
賊
」
を
犯
す
は
ず
は
な
い
（
⑮
）。「
盜
」
や
「
賊
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
大
夫
間
・
諸
侯
間
に
起
こ
る

「
亂
」
や
「
攻
」
は
存
在
す
る
は
ず
は
な
く
（
⑯
）、
他
家
や
他
国
を
そ
れ
ぞ
れ
自
家
や
自
国
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
誰
も
「
亂
」
や

「
攻
」
を
犯
す
は
ず
が
な
い
（
⑰
）。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
大
夫
間
・
諸
侯
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
亂
」
や
「
攻
」
と
い
う
行
為
は
存
在
す
る

は
ず
は
な
い
と
す
る
（
⑱
）。

続
け
て
、

	

⑲
若
使
天
下
兼
相
愛
、
國
與
國
不
相
攻
、
家
與
家
不
相
亂
、
盜
賊
無
有
、
君
臣
父
子
皆
能
孝
慈
、
若
此
則
天
下
治
。

天
下
中
に
「
兼
相
愛
」
を
行
き
渡
ら
せ
れ
ば
、
国
同
士
の
「
攻
」、
家
同
士
の
「
亂
」
は
な
く
な
る
。
盗
賊
が
い
な
く
な
れ
ば
、
君
臣
父
子

間
の
「
孝
」
や
「
慈
」
も
満
た
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
天
下
に
安
定
し
た
統
治
が
実
現
す
る
と
い
う
（
⑲
）。

そ
し
て
、
本
篇
冒
頭
の
聖
人
に
よ
る
天
下
統
治
の
問
題
提
起
に
立
ち
返
り
、

	

⑳
故
聖
人
以
治
天
下
爲
事
者
、
惡
得
不
禁
惡
而
勸
愛
。
故
天
下
兼
相
愛
則
治
、
交
相
惡
則
亂
。

と
し
て
、
聖
人
は
統
治
の
た
め
に
「
惡
」
を
禁
じ
「
愛
」
を
勧
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
兼
相
愛
」
が
お
こ
な
わ
れ
れ
ば
天
下
は
治
ま

り
、「
交
相
惡
」
が
お
こ
な
わ
れ
れ
ば
天
下
は
乱
れ
る
と
す
る
（
⑳
）。

最
後
に
、
上
篇
で
は
唯
一
、
墨
子
が
登
場
し
、
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㉑
故
子
墨
子
曰
、「
不
可
以
不
勸
愛
人
者
、
此
也
」。

「
愛
人
」
を
推
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
以
上
に
尽
き
る
と
し
て
篇
を
結
ぶ
。

①
②
は
本
篇
の
問
題
の
提
起
で
あ
り
、
⑳
が
そ
れ
へ
の
回
答
で
あ
る
。
③
か
ら
⑩
ま
で
が
「
亂
」
の
諸
相
の
提
示
と
そ
れ
ら
へ
の
分
析

に
基
づ
く
原
因
の
究
明
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
原
因
も
そ
の
根
底
に
は
「
不
相
愛
」
が
あ
る
こ
と
を
⑪
で
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
各

種
「
亂
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

	

子
・
弟
・
臣
→
（
不
孝
＝
不
愛
）
→
父
・
兄
・
君

	

父
・
兄
・
君
→
（
不
慈
＝
不
愛
）
→
子
・
弟
・
臣

⑤
の
「
父
之
不
慈
子
」「
兄
之
不
慈
弟
」「
君
之
不
慈
臣
」
と
⑥
の
前
半
部
分
（「
父
自
愛
也
不
愛
子
」「
兄
自
愛
也
不
愛
弟
」「
君
自
愛
也

不
愛
臣
」）
が
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
⑤
の
「
不
慈
」
と
⑥
の
「
不
愛
」
も
同
義
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
す
る
と
、
こ

の
過
程
の
提
示
に
は
ほ
ぼ
、「［
１
］
Ａ
＋
自
愛
（
也
）
不
愛
＋
Ｂ
、
故
虧
＋
Ｂ
＋
而
自
利
」
と
い
う
形
式
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
形
式
の
反
復
に
よ
る
「
不
相
愛
」
の
提
示
は
、
一
見
、
極
め
て
理
路
整
然
と
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
だ
が
、
Ａ
と
Ｂ
の

内
容
に
着
目
す
る
と
、
異
な
る
次
元
の
事
象
を
同
じ
形
式
で
説
き
き
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

ま
ず
、
下
位
者
（
子
・
弟
・
臣
）
か
ら
上
位
者
（
父
・
兄
・
君
）
へ
の
倫
理
的
行
為
と
考
え
ら
れ
る
③
の
「
不
孝
」
と
④
の
「
不
愛
」

と
は
同
義
で
あ
り
、
上
位
者
（
父
・
兄
・
君
）
か
ら
下
位
者
（
子
・
弟
・
臣
）
へ
の
倫
理
的
行
為
と
考
え
ら
れ
る
⑤
の
「
不
慈
」
と
⑥
の

「
不
愛
」
も
ま
た
同
義
で
あ
る
。
す
る
と
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
、
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
方
向
の
異
な
る
倫
理
的
行

為
の
不
履
行
を
「
不
愛
」
と
概
括
し
、
等
質
化
を
図
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
③
④
、
⑤
⑥
で
用
い
ら
れ
た
形
式
［
１
］
は
、「［
２
］
Ａ
＋
（
各
）
愛
其
＋
A’
、
不
愛
＋
Ｂ
、
故
＋
x
＋
Ｂ
＋
以
利
＋
A’
」

と
形
を
変
え
る
も
の
の
、
同
じ
論
理
が
⑧
に
も
同
じ
く
適
用
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
③
④
、
⑤
⑥
と
⑧
と
は
明
ら
か
に
次
元
の
異
な
る
事

象
で
あ
る
。
③
④
や
⑤
⑥
に
お
け
る
「
子
―
父
」「
弟
―
兄
」「
臣
―
君
」
で
は
す
で
に
両
者
の
間
に
親
子
・
兄
弟
・
君
臣
と
い
う
社
会
的

関
係
が
築
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
⑧
に
お
け
る
「
盗
―
異
室
」「
賊
―
人
」
の
間
に
は
何
ら
既
存
の
関
係
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
③
④

や
⑤
⑥
の
後
に
⑧
を
介
在
さ
せ
て
⑩
に
も
［
２
］
の
形
式
で
そ
の
論
理
を
適
用
し
て
い
る
が
、
⑩
の
「
大
夫
―
異
家
」「
諸
侯
―
異
國
」
の

間
に
も
何
ら
既
存
の
関
係
は
存
在
し
な
い
。
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こ
れ
ら
は
、
③
か
ら
⑥
の
「
子
―
父
」「
弟
―
兄
」「
君
―
臣
」
の
「
亂
」
は
社
会
的
倫
理
の
不
履
行
と
、
⑧
⑩
の
「
盗
―
異
室
」「
賊
―

人
」「
大
夫
―
異
家
」「
諸
侯
―
異
國
」
の
「
亂
」
は
社
会
的
規
範
の
不
遵
守
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
不
相
愛
」
に
起
因
す

る
「
亂
」
の
内
容
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、「
亂
」
に
は
、
少
な
く
と
も
、
身
分
の
上
下
、
既
存
の
関
係
の
有
無
と
い
う
質
的
に
異
な
る
内
容
が
包
含
さ
れ
て
い

る
。
で
は
、
こ
の
違
い
を
兼
愛
上
篇
の
作
者
は
自
覚
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
自
覚
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
「
亂
」
の
内
容
の
変
化
に
際
し
て
は
、「［
３
］
雖
至
天
…
…
者
亦
然
」
と
い
う
表
現
を
必
ず
挿
入
し
、
つ
ぎ
の
次
元
へ
と
論
を
導
く

た
め
の
橋
渡
し
の
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、［
３
］
は
、［
１
］［
２
］
の
表
現
形
式
の
み
に
よ
る
論
理
展
開
に
お
い
て
、
具

体
か
ら
抽
象
、
個
別
か
ら
一
般
へ
と
兼
愛
論
を
普
遍
化
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
論
理
の
飛
躍
の
装
置
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
兼
相
愛
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
世
界
は
、「
不
相
愛
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
各
種
「
亂
」
に
対
し
て
、
逐
一
対
応
す
る
よ
う
に
し
て

説
か
れ
る
。
そ
の
世
界
は
つ
ぎ
の
表
現
形
式
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
。

	

［
４
］
猶
有
＋
x
＋
者
乎
。
視
＋
Ａ
＋
Ｂ
＋
與
＋
Ｃ
＋
若
其
身
、
惡
施
＋
x
（
⑬
）

	

［
５
］
故
＋
x
＋
亡
有
、
猶
有
＋
y
＋
乎
（
⑭
⑯
）

	

「
６
」
視
人
（
之
）
＋
Ａ
＋
若
其
＋
Ａ
、
誰
＋
x
（
⑮
⑰
）

	

［
７
］
故
＋
y
＋
亡
有
（
⑱
［
５
］
の
前
半
部
分
に
同
じ
）

⑬
か
ら
⑱
ま
で
は
、［
４
］
→
［
５
］
→
［
６
］
→
［
５
］
→
［
６
］
→
［
７
］
と
展
開
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
不
相
愛
」

に
お
い
て
存
在
し
た
論
理
的
飛
躍
は
「
兼
相
愛
」
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
⑭
と
⑯
で
あ
る
。「
兼
相
愛
」
に
お
け
る
異
な
る

次
元
へ
の
論
理
の
飛
躍
は
、
⑭
⑯
の
［
５
］
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

上
篇
の
論
の
展
開
を
図
式
化
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
極
め
て
単
純
か
つ
明
快
な
も
の
に
整
理
で
き
る
。

	

①
→
②
→
③
④
⑤
⑥
［
１
］
→
⑦
［
３
］
→
⑧
［
２
］
→
⑨
［
３
］
→
⑩
［
２
］
→
⑪
→

	

⑫
→
⑬
［
４
］
→
⑭
［
５
］
→
⑮
［
６
］
→
⑯
［
５
］
→
⑰
［
６
］
→
⑱
［
７
］

上
篇
は
、「
不
相
愛
」
の
諸
相
と
そ
の
原
因
を
［
１
］
の
形
式
で
述
べ
、［
３
］
の
形
式
で
そ
の
論
理
を
飛
躍
さ
せ
、
ま
た
［
２
］
の
形

式
で
つ
ぎ
の
次
元
の
「
不
相
愛
」
の
諸
相
と
そ
の
原
因
を
述
べ
る
こ
と
を
二
度
繰
り
返
す
。「
兼
相
愛
」
の
場
合
も
同
様
に
、「
兼
相
愛
」
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の
過
程
と
そ
の
結
果
を
［
４
］
の
形
式
で
述
べ
、［
５
］
の
形
式
で
論
理
を
飛
躍
さ
せ
、
ま
た
［
６
］
の
形
式
で
つ
ぎ
の
次
元
の
「
兼
相

愛
」
の
過
程
と
そ
の
結
果
を
述
べ
る
こ
と
を
二
度
繰
り
返
す
。

こ
れ
は
、
③
④
⑤
⑥
［
１
］
で
あ
る
こ
と
は
⑧
［
２
］
で
あ
り
、
⑧
［
２
］
で
あ
る
こ
と
は
⑩
［
２
］
で
あ
る
と
い
う
論
理
展
開
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
、
③
④
⑤
⑥
［
１
］
と
⑧
［
２
］、
⑧
［
２
］
と
⑩
［
２
］
を
等
質
化
し
て
い
る
の
は
、
⑦
と
⑨
の
［
３
］
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
方
、
⑬
［
４
］
で
あ
る
こ
と
は
⑮
［
６
］
で
あ
り
、
⑮
［
６
］
で
あ
る
こ
と
は
⑰
［
６
］
で
あ
る
と
い
う
論
理
展
開
で
は
、
⑬
［
４
］

と
⑮
［
６
］、
⑮
［
６
］
と
⑰
［
６
］
を
等
質
化
し
て
い
る
の
は
⑭
と
⑯
の
［
５
］
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
兼
愛
上
篇
に
お
い
て
は
、「
亂
」
が
「
是
而
然
」
の
形
式
で
展
開
さ
れ
る
の
に
対
応
し
て
、「
兼
相
愛
」
も
「
是
而

然
」
の
形
式
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
、
論
理
の
飛
躍
は
、「
而
」
に
あ
た
る
⑦
と
⑨
の
［
３
］、
⑭
と
⑯
の
［
５
］

に
よ
っ
て
図
ら
れ
て
い
る
。

＊

兼
愛
中
篇
の
構
成
は
上
篇
と
は
異
な
る
。
上
篇
で
は
、
墨
子
が
篇
末
に
一
度
の
み
「
子
墨
子
曰
」
と
し
て
配
置
さ
れ
る
の
に
対
し
、
中

篇
は
「
子
墨
子
言
曰
」「
子
墨
子
言
」
と
い
う
二
種
類
の
表
現
が
計
九
個
所
に
配
置
さ
れ
、「
今
天
下
之
士
君
子
」
か
ら
の
反
論
も
二
個
所

に
見
え
る
。
そ
う
し
た
中
篇
は
、
仁
人
に
よ
る
天
下
統
治
の
条
件
提
示
か
ら
は
じ
ま
る
。

	

①	

子
墨
子
言
曰
、「
仁
人
之
所
以
爲
事
者
、
必
興
天
下
之
利
、
除
去
天
下
之
害
、
以
此
爲
事
者
也
。
然
則
天
下
之
利
何
也
。
天
下
之
害

何
也
。

そ
の
条
件
と
は
、「
興
利
（
利
を
興
す
）」
こ
と
と
「
除
害
（
害
を
除
く
）」
こ
と
で
あ
る
と
し
、「
利
」
と
は
何
か
、「
害
」
と
は
何
か
と
し

て
（
①
）、
後
者
の
「
害
」
の
例
の
提
示
か
ら
そ
の
定
義
へ
と
移
る
。

（
8
）

不
相
愛

兼
相
愛

②

子
墨
子
言
曰
、「
今
若
國
之
與
國
之
相
攻
、

　
　
　
　
　
　
　
　

 

家
之
與
家
之
相
簒
、

　
　
　
　
　
　
　
　

 

人
之
與
人
之
相
賊
、

⑤

子
墨
子
言
曰
、

　
「
視
人
之
國
若
視
其
國
、

　
 

視
人
之
家
若
視
其
家
、

　
 

視
人
之
身
若
視
其
身
。
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上
篇
で
「
亂
」
と
位
置
付
け
た
国
・
家
・
人
と
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
の
間
の
確
執
を
「
害
」
に
置
き
換
え
、
そ
の
原
因
を
「
不
相
愛
」
に

帰
す
る
（
②
）。「
不
相
愛
」
が
引
き
起
こ
す
「
害
」
の
現
状
を
示
し
、
諸
侯
・
家
主
・
人
が
自
己
の
国
・
家
・
身
を
愛
す
る
の
み
で
、
他

②

君
臣
不
惠
忠
、
父
子
不
慈
孝
、
兄
弟
不
和
調
、
此
則
天
下
之
害
也
。

⑤

然
則
察
此
害
亦
何
用
生
哉
。
以
不
相
愛
生
邪
」。

③

子
墨
子
言
、「
以
不
相
愛
生
。

　

今
諸
候
獨
知
愛
其
國
、
不
愛
人
之
國
、
是
以
不
憚
擧
其
國
以
攻
人
之
國
。

　

今
家
主
獨
知
愛
其
家
、
而
不
愛
人
之
家
、
是
以
不
憚
擧
其
家
以
簒
人
之
家
。

　

今
人
獨
知
愛
其
身
、
不
愛
人
之
身
、
是
以
不
憚
擧
其
身
以
賊
人
之
身
。

是
故
、
諸
候
不
相
愛
則
必
野
戰
。

　
　
　

家
主
不
相
愛
則
必
相
簒
。

　
　
　

人
與
人
不
相
愛
則
必
相
賊
。

　
　
　

君
臣
不
相
愛
則
不
惠
忠
。

　
　
　

父
子
不
相
愛
則
不
慈
孝
。

　
　
　

兄
弟
不
相
愛
則
不
和
調
。

是
故
、
諸
候
相
愛
則
不
野
戰
。

　
　
　

家
主
相
愛
則
不
相
簒
。

　
　
　

人
與
人
相
愛
則
不
相
賊
。

　
　
　

君
臣
相
愛
則
惠
忠
、

　
　
　

父
子
相
愛
則
慈
孝
、

　
　
　

兄
弟
相
愛
則
和
調
。

天
下
之
人
皆
不
相
愛
、

　

強
必
執
弱
、
衆
必
劫
寡
、
富
必
侮
貧
、

　

貴
必
敖
賤
、
詐
必
欺
愚
。

天
下
之
人
皆
相
愛
、

	

強
不
執
弱
、
衆
不
劫
寡
、
富
不
侮
貧
、

貴
不
敖
賤
、
詐
不
欺
愚
。

凡
天
下
禍
簒
怨
恨
、
其
所
以
起
者
、
以
不
相
愛
生
也
、
是
以
仁
者
非
之
。

既
以
非
之
、
何
以
易
之
」。

凡
天
下
禍
簒
怨
恨
、
可
使
毋
起
者
、
以
相
愛
生

也
、
是
以
仁
者
譽
之
」。

④

子
墨
子
言
曰
、「
以
兼
相
愛
・
交
相
利
之
法
易
之
。
然
則
兼
相
愛
・
交
相
利

之
法
將
奈
何
哉
」。

（
10
）

（
9
）
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人
の
国
・
家
・
身
を
愛
さ
な
い
の
で
、
自
己
の
国
・
家
・
身
を
挙
げ
て
他
人
の
国
・
家
・
身
を
「
攻
」「
簒
」「
賊
」
す
る
こ
と
を
「
憚
」

ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
諸
侯
間
・
家
主
間
・
個
人
間
・
君
臣
間
・
父
子
間
・
兄
弟
間
は
必
然
的
結
果
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
野
戰
」「
相
簒
」「
相

賊
」「
不
惠
忠
」「
不
慈
孝
」「
不
和
調
」
の
状
態
に
陥
る
。
そ
れ
は
、
世
界
全
体
が
「
不
相
愛
」
に
よ
っ
て
、
優
位
者
（
強
・
衆
・
富
・

貴
・
詐
）
が
劣
位
者
（
弱
・
寡
・
貧
・
賤
・
愚
）
を
侵
す
と
い
う
構
造
に
起
因
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
天
下
の
「
禍
簒
怨
恨
」
は
「
不

相
愛
」
か
ら
生
じ
る
た
め
、
天
下
統
治
を
責
務
と
す
る
仁
者
は
「
不
相
愛
」
を
否
定
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
方
策
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（
③
）、「
子
墨
子
」
が
「
不
相
愛
」
に
代
わ
る
「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
を
提
出
す
る
（
④
）。

「
不
相
愛
」
か
ら
生
じ
る
現
象
と
構
造
は
、「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
に
基
づ
き
、
他
人
の
国
・
家
・
身
を
自
己
の
国
・
家
・
身
と
捉
え
る

こ
と
で
、
諸
侯
間
・
家
主
間
・
個
人
間
・
君
臣
間
・
父
子
間
・
兄
弟
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
必
然
的
に
「
不
野
戰
」「
不
相
簒
」「
不
相
賊
」「
惠

忠
」「
慈
孝
」「
和
調
」
の
状
態
が
結
果
と
し
て
生
じ
、
優
位
者
が
劣
位
者
を
侵
す
と
い
う
構
造
か
ら
脱
す
る
。
そ
し
て
、
天
下
に
「
禍
簒

怨
恨
」
を
生
じ
さ
せ
な
い
状
態
は
「
相
愛
」
か
ら
生
ま
れ
る
た
め
、
仁
者
は
「
相
愛
」
を
称
え
る
と
す
る
（
⑤
）。

兼
愛
論
自
体
は
以
上
で
い
ち
お
う
の
首
尾
を
備
え
て
い
る
。
だ
が
、
上
篇
と
の
相
違
は
、
中
篇
で
は
「
天
下
之
士
君
子
」
の
反
論
に
端

を
発
し
て
、「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
の
実
践
可
能
性
を
主
張
す
る
点
に
あ
る
。

❻
然
而
今
天
下
之
士
君
子
曰
、「
然
、
乃
若
兼
則
善
矣
、
雖
然
、
天
下
之
難
物
于
故
也
」。

「
天
下
之
士
君
子
」
は
、「
兼
」
は
「
善
」
で
は
あ
る
が
、
実
践
困
難
と
し
て
、
墨
子
に
「
兼
」
の
非
現
実
性
を
突
き
つ
け
る
（
❻
）。

以
降
は
、「
不
相
愛
」
と
「
兼
相
愛
」
の
対
比
に
よ
る
「
兼
相
愛
」
の
実
践
可
能
性
を
立
証
す
る
た
め
の
根
拠
の
提
示
へ
と
話
題
が
転
換

し
、
そ
の
構
成
も
対
比
を
基
調
に
す
る
も
の
か
ら
、「
兼
相
愛
」
の
実
践
可
能
性
を
裏
付
け
る
根
拠
を
連
続
し
て
示
す
展
開
へ
と
変
わ
る
。

⑦

子
墨
子
言
曰
、「
天
下
之
士
君
子
、
特
不
識
其
利
、
辯
其
故
也
。
今
若
夫
攻
城
野
戰
、
殺
身
爲
名
、
此
天
下
百
姓
之
所
皆
難
也
、
苟

君
説
之
、
則
士
衆
能
爲
之
。
況
於
兼
相
愛
・
交
相
利
、
則
與
此
異
。

夫
愛
人
者
、
人
必
從
而
愛
之
。
利
人
者
、
人
必
從
而
利
之
。
惡
人
者
、
人
必
從
而
惡
之
。
害
人
者
、
人
必
從
而
害
之
。

此
何
難
之
有
。
特
上
弗
以
爲
政
、
士
不
以
爲
行
故
也
。

昔
者
晉
文
公
好
士
之
惡
衣
、
…
…
。
楚
靈
王
好
士
細
要
、
…
…
。
越
王
句
踐
好
士
之
勇
、
…
…
」。
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⑧

是
故
子
墨
子
言
曰
、「
乃
若
夫
少
食
惡
衣
、
殺
身
而
爲
名
、
此
天
下
百
姓
之
所
皆
難
也
、
若
苟
君
説
之
、
則
衆
能
爲
之
。
況
兼
相

愛
・
交
相
利
與
此
異
矣
。

夫
愛
人
者
、
人
亦
從
而
愛
之
。
利
人
者
、
人
亦
從
而
利
之
。
惡
人
者
、
人
亦
從
而
惡
之
。
害
人
者
、
人
亦
從
而
害
之
。

此
何
難
之
有
焉
、
特
上
不
以
爲
政
、
而
士
不
以
爲
行
故
也
」。

「
天
下
之
士
君
子
」
は
、「
相
愛
」
に
よ
る
利
益
と
そ
の
理
由
も
理
解
し
て
い
な
い
。
人
び
と
が
戦
争
で
自
身
を
犠
牲
に
し
て
名
声
を
得
る

こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、
上
位
者
の
愛
好
で
あ
れ
ば
、
下
位
者
は
喜
ん
で
実
行
す
る
。「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
が
生
み
出
す
世
界

は
人
び
と
の
愛
好
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
実
践
困
難
な
こ
と
は
な
い
。「
愛
」「
利
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
愛
」「
利
」
を
、「
惡
」「
害
」

は
そ
れ
ぞ
れ
「
惡
」「
害
」
を
生
む
の
だ
か
ら
、「
相
愛
」
は
実
践
困
難
な
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
上
位
者
が
こ
の
理
屈
に
基
づ
い
て
政
治

を
し
な
い
か
ら
、
臣
下
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
し
な
い
。
晋
の
文
公
・
楚
の
霊
王
・
越
王
句
践
は
特
異
な
愛
好
を
持
っ
て
い
た
が
、
臣

下
は
み
な
喜
ん
で
そ
の
愛
好
に
従
っ
た
と
い
う
故
事
に
よ
り
、
兼
愛
の
実
践
可
能
性
を
主
張
す
る
（
⑦
）。

人
び
と
は
粗
食
・
粗
衣
や
自
身
を
犠
牲
に
し
て
名
声
を
得
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
と
す
る
が
、
上
位
者
の
愛
好
で
あ
れ
ば
、
下
位
者
は

喜
ん
で
実
行
す
る
。「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
は
人
び
と
の
愛
好
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
実
践
困
難
な
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、「
愛
」

「
利
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
愛
」「
利
」
を
、「
惡
」「
害
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
惡
」「
害
」
を
生
む
の
だ
か
ら
、「
相
愛
」
は
実
行
困
難
な
こ
と
で
は

な
く
、
上
位
者
が
こ
の
理
屈
に
基
づ
い
て
政
治
を
し
な
い
か
ら
、
下
位
者
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
し
な
い
と
す
る
（
⑧
）。

両
節
で
は
、
人
間
に
共
通
す
る
愛
好
嫌
悪
に
基
づ
く
行
為
は
万
人
に
共
通
す
る
普
遍
性
を
持
つ
こ
と
、
上
位
者
の
先
導
に
下
位
者
は
追

従
す
る
こ
と
、
と
い
う
二
点
か
ら
、「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
の
実
践
可
能
性
を
論
証
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ま
た
「
天
下
之
士
君
子
」
か
ら
、

	

❾
然
而
今
天
下
之
士
君
子
曰
、「
然
、
乃
若
兼
則
善
矣
。
雖
然
、
不
可
行
之
物
也
、
譬
若
挈
太
山
越
河
濟
也
」。

「
兼
」
が
「
善
」
と
は
い
え
、
そ
の
実
践
の
困
難
さ
は
神
業
の
域
（「
譬
若
挈
太
山
越
河
濟
也
（
譬
え
ば
太
山
を
挈
げ
て
河
濟
を
越
ゆ
る
が

若
き
な
り
）」）
に
達
す
る
の
で
、
実
践
困
難
で
あ
る
と
い
う
「
兼
」
の
非
現
実
性
を
再
び
突
き
つ
け
ら
れ
る
（
❾
）。

そ
れ
に
対
し
、
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⑩	

子
墨
子
言
、「
是
非
其
譬
也
。
夫
挈
太
山
而
越
河
濟
、
可
謂
畢
劫
有
力
矣
、
自
古
及
今
未
有
能
行
之
者
也
。
況
乎
兼
相
愛
・
交
相
利

則
與
此
異
、
古
者
聖
王
行
之
。
何
以
知
其
然
。
古
者
禹
治
天
下
、
…
…
此
言
禹
之
事
、
吾
今
行
兼
矣
。
昔
者
文
王
之
治
西
土
…
…

此
〔
言
〕
文
王
之
事
、
則
吾
今
行
兼
矣
。
昔
者
武
王
將
事
泰
山
隧
、
…
…
此
言
武
王
之
事
、
吾
今
行
兼
矣
」。

神
業
の
域
（「
譬
若
挈
太
山
越
河
濟
也
」）
に
あ
る
と
い
う
の
は
比
喩
で
あ
り
、
事
実
で
は
な
い
。「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
は
比
喩
と
は
異

な
り
、
過
去
の
禹
・
文
王
・
武
王
の
事
蹟
は
「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
の
実
践
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
「
兼
」
を
実
践
す
る
の

で
あ
る
と
宣
言
す
る
（
⑩
）。

兼
愛
中
篇
末
尾
に
は
、
九
つ
目
の
「
子
墨
子
」
の
こ
と
ば
と
し
て
、

	

⑪	

是
故
子
墨
子
言
曰
、「
今
天
下
之
君
子
、
忠
實
欲
天
下
之
富
、
而
惡
其
貧
。
欲
天
下
之
治
而
惡
其
亂
、
當
兼
相
愛
・
交
相
利
、
此
聖

王
之
法
、
天
下
之
治
道
也
、
不
可
不
務
爲
也
」。

「
富
」「
治
」
を
欲
し
、「
貧
」「
亂
」
を
悪
む
な
ら
ば
、「
聖
王
之
道
」
で
あ
り
、
天
下
を
治
め
る
道
で
あ
る
「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
に
努

め
る
ほ
か
な
い
と
し
て
、
篇
を
結
ぶ
（
⑪
）。

①
は
本
篇
の
問
題
提
起
で
あ
り
、
⑪
が
そ
れ
へ
の
回
答
で
あ
る
。
②
③
が
「
害
」
の
諸
相
と
そ
れ
ら
へ
の
分
析
か
ら
原
因
を
導
き
出
し
、

い
ず
れ
の
原
因
も
そ
の
根
底
に
は
「
不
相
愛
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

②
で
は
、「［
８
］
Ａ
＋
之
與
＋
Ａ
＋
之
相
＋
x
」
の
形
式
で
国
・
家
・
人
と
い
う
既
存
の
関
係
を
持
た
な
い
次
元
の
「
攻
」「
簒
」「
賊
」

を
挙
げ
、「［
９
］
Ａ
＋
Ｂ
＋
x
」
の
形
式
で
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
と
い
う
既
存
の
関
係
を
持
つ
レ
ベ
ル
の
「
不
惠
忠
」「
不
慈
孝
」「
不
和

調
」
を
挙
げ
る
。
国
同
士
・
家
同
士
・
人
同
士
と
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
と
い
う
内
容
を
異
に
す
る
「
害
」
を
、
上
篇
で
は
、
上
篇
③
か
ら

上
篇
④
で
表
現
形
式
を
変
え
、
論
理
を
飛
躍
さ
せ
て
説
い
た
。
②
で
は
、［
８
］
と
［
９
］
と
で
別
々
の
形
式
を
用
い
つ
つ
一
括
り
に
「
天

下
之
害
」
と
定
義
す
る
。
こ
こ
に
、
上
篇
と
は
形
を
変
え
た
異
な
る
次
元
の
等
質
化
が
看
取
で
き
る
。

③
で
は
、
国
同
士
の
「
攻
」・
家
同
士
の
「
簒
」・
人
同
士
の
「
賊
」
が
生
じ
る
過
程
を
、「［
10
］
今
＋
Ａ
＋
獨
知
愛
其
＋
A’
、
不
愛
人

之
＋
A’
、
是
以
不
憚
擧
其
＋
A’
＋
以
＋
x
＋
人
之
＋
A’
」
の
形
式
よ
り
示
す
。
こ
こ
で
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
の
関
係
へ
論
及
さ
れ
な
い
の

は
、
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
の
関
係
に
、［
10
］
の
形
式
で
は
言
及
で
き
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、「［
11
］
Ａ
＋
不
相
愛
則
必
＋
x
」
と
い
う
形
式
で
こ
こ
ま
で
に
提
起
さ
れ
た
す
べ
て
の
関
係
を
一
括
し
て
「
害
」
の
状
態
と
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捉
え
、「［
12
］
Ａ
＋
必
＋
x
＋
Ｂ
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、
優
位
者
に
よ
る
劣
位
者
へ
の
侵
害
と
い
う
構
造
的
問
題
へ
と
総
括
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
相
愛
（
兼
相
愛
）」
に
お
い
て
は
、［
８
］［
９
］［
10
］
の
「
害
」
に
は
、「［
13
］
視
人
之
＋
Ａ
＋
若
視
其
＋
Ａ
」
の
形

式
で
国
・
家
・
身
（
個
人
）
の
、「［
14
］
Ａ
＋
相
愛
則
不
＋
x
」
の
形
式
で
提
起
さ
れ
た
す
べ
て
の
関
係
を
等
質
化
し
、「［
15
］
Ａ
＋
不

＋
x
＋
Ｂ
」
の
形
式
で
優
位
者
に
よ
る
劣
位
者
へ
の
侵
害
と
い
う
構
造
的
問
題
は
解
消
さ
れ
る
と
す
る
。

続
い
て
、
実
践
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
人
の
愛
好
嫌
悪
に
基
づ
き
、
⑦
⑧
の
「［
16
］
x
＋
人
者
、
人
必
／
亦
従
而
＋
x
＋
之
」
の
形
式

で
「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
の
実
践
可
能
性
を
主
張
す
る
。

中
篇
の
展
開
を
図
式
化
す
れ
ば
、

	

①
→
②
［
８
］［
９
］
→
③
［
10
］［
11
］［
12
］
→
④
→
⑤
［
13
］［
14
］［
15
］
→
❻
→
⑦
［
16
］
→
⑧
［
16
］
→
❾
→
⑩
→
⑪

と
整
理
で
き
る
。

「
不
相
愛
」
に
言
及
す
る
②
［
８
］
と
③
［
10
］・
②
［
９
］
に
お
け
る
国
同
士
・
家
同
士
・
人
同
士
と
君
臣
間
・
父
子
間
・
兄
弟
間
と

い
う
次
元
の
相
違
が
、
③
［
11
］
に
よ
っ
て
等
質
化
さ
れ
、
③
［
12
］
で
構
造
的
問
題
へ
と
普
遍
化
さ
れ
る
。「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
に

つ
い
て
も
構
成
は
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
⑤
［
13
］
で
は
た
だ
国
同
士
・
家
同
士
・
人
同
士
の
関
係
に
し
か
言
及
せ
ず
、
次

元
の
異
な
る
君
臣
間
・
父
子
間
・
兄
弟
間
の
「
不
相
愛
」
は
⑤
［
14
］
で
等
質
化
さ
れ
、
⑤
［
15
］
で
構
造
的
問
題
が
解
消
さ
れ
る
。
❻

か
ら
⑩
ま
で
は
、
一
転
し
て
、
故
事
や
先
王
の
事
蹟
を
根
拠
と
し
た
「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
の
実
践
可
能
性
の
論
証
で
あ
る
。
⑦
［
16
］

と
⑧
［
16
］
で
は
、
⑦
で
根
拠
付
け
に
故
事
を
含
む
も
の
の
、
同
じ
論
理
を
、
異
な
る
内
容
で
展
開
す
る
。

①
か
ら
⑤
の
「
不
相
愛
」
と
「
兼
相
愛
」
の
対
応
を
見
る
と
、
②
は
③
以
下
を
導
き
出
す
た
め
の
一
節
と
見
ら
れ
る
。
既
存
の
関
係
を

持
た
な
い
も
の
を
②
［
８
］
の
形
式
で
、
既
存
の
関
係
を
持
つ
も
の
を
②
［
９
］
の
形
式
で
表
現
し
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
害
」
と
し

て
等
質
化
を
図
り
、
③
［
10
］
の
形
式
で
再
度
、
国
・
家
・
人
の
間
に
生
じ
る
「
害
」
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
③
［
11
］
で
再
度
、
等

質
化
を
図
り
、
③
［
12
］
で
優
位
者
の
劣
位
者
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
普
遍
化
し
、「
不
相
愛
」
に
起
因
す
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
兼

相
愛
」
で
は
、
⑤
［
13
］
で
国
・
家
・
人
の
関
係
を
、［
14
］
で
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
の
関
係
を
加
え
て
普
遍
化
し
、［
15
］
で
抽
象
化
し

て
さ
ら
な
る
普
遍
化
を
遂
げ
て
い
る
。

こ
う
し
た
個
別
の
事
象
の
普
遍
化
と
個
別
化
を
自
在
に
操
る
過
程
に
は
、「
是
而
然
」
に
基
づ
く
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
）
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①
曰
、
若
大
國
之
攻
小
國
也
、
大
家
之
亂
小
家
也
、

③
是
故
子
墨
子
曰
、「
兼
以
易
別
。
然
即
兼
之
可
以
易
別
之
故
何
也
。
曰
、
藉

	

爲
人
之
國
若
爲
其
國
、
夫
誰
獨
擧
其
國
以
攻
人
之
國
者
哉
。
爲
彼
者
由
爲
己
也
。

爲
人
之
都
若
爲
其
都
、
夫
誰
獨
擧
其
都
以
伐
人
之
都
者
哉
。
爲
彼
猶
爲
己
也
。

爲
人
之
家
若
爲
其
家
、
夫
誰
獨
擧
其
家
以
亂
人
之
家
者
哉
。
爲
彼
猶
爲
己
也
。

然
即

　

國
都
不
相
攻
伐
、
人
家
不
相
亂
賊
、

此
天
下
之
害
與
。
天
下
之
利
與
。
即
必
曰
天
下
之
利
也
。

強
之
劫
弱
、
衆
之
暴
寡
、
詐
之
謀
愚
、
貴
之
敖

賤
、

	

此
天
下
之
害
也
。

又
與
爲
人
君
者
之
不
惠
也
、
臣
者
之
不
忠
也
、

　
　
　
　

父
者
之
不
慈
也
、
子
者
之
不
孝
也
、

	

此
又
天
下
之
害
也
。

又
與
今
人
之
賤
人
、
執
其
兵
刃
毒
藥
水
火
、
以

交
相
虧
賊
、

	

此
又
天
下
之
害
也
。

中
篇
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
「
子
墨
子
」
と
「
天
下
之
士
君
子
」
と
の
二
つ
の
問
答
で
は
、「
兼
相
愛
」
の
実
践
可
能
性
を
立
証
す
る
。

そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
展
開
も
、
⑦
の
「
攻
城
野
戰
」
は
こ
う
で
あ
る
か
ら
⑧
の
「
少
食
惡
衣
」
の
場
合
も
こ
う
で
あ
る
と
い
う
「
是
而
然
」

の
展
開
と
捉
え
う
る
。

＊

兼
愛
下
篇
は
、
中
篇
同
様
、
天
下
を
統
治
す
る
人
物
と
し
て
「
仁
人
」
を
据
え
、
そ
の
任
務
が
「
興
利
」「
除
害
」
に
あ
る
こ
と
を
つ
ぎ

の
よ
う
に
説
く
。

	

①
子
墨
子
言
曰
、「
仁
人
之
事
者
、
必
務
求
興
天
下
之
利
、
除
天
下
之
害
。
然
當
今
之
時
、
天
下
之
害
孰
爲
大
。

続
い
て
、「
天
下
之
害
」
が
列
挙
さ
れ
る
。「
子
墨
子
」
に
兼
愛
論
を
説
か
せ
る
点
は
中
篇
と
共
通
す
る
。「
害
」
と
「
利
」
と
を
対
比
さ

せ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。



16慶應義塾中国文学会報　第２号

「
天
下
之
害
」
を
、「
大
國
」
の
「
小
國
」
へ
の
「
攻
」・「
大
家
」
の
「
小
家
」
へ
の
「
亂
」、
君
臣
間
・
父
子
間
の
そ
れ
ぞ
れ
「
不
惠
」「
不

慈
」、
個
人
間
の
「
虧
賊
」
と
い
う
三
つ
に
大
別
し
、
い
ず
れ
も
「
天
下
之
害
」
と
位
置
付
け
る
。
そ
れ
ら
は
、「
愛
人
」「
利
人
」
な
ど
の

行
為
を
抽
象
化
し
た
「
兼
」
の
概
念
で
は
な
く
、「
惡
人
」「
賊
人
」
な
ど
の
行
為
を
抽
象
化
し
た
「
別
」
の
概
念
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
交
別
（
交
も
別
な
り
）」
こ
そ
が
「
天
下
之
大
害
」
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
（
①
）。

こ
れ
に
対
し
、
他
人
を
非
難
す
る
場
合
に
は
必
ず
対
案
を
示
す
べ
き
と
い
う
姿
勢
か
ら
（
②
）、「
兼
」
が
「
別
」
に
代
わ
る
方
策
と
し

て
の
有
効
性
を
説
く
。
他
国
・
他
都
・
他
家
を
そ
れ
ぞ
れ
自
国
・
自
都
・
自
家
と
同
一
視
す
れ
ば
、
自
国
・
自
都
・
自
家
を
挙
げ
て
他
国
・

他
都
・
他
家
を
「
攻
」「
伐
」「
亂
」
す
る
こ
と
は
な
い
。
す
る
と
、
国
同
士
・
都
同
士
・
人
同
士
・
家
同
士
が
相
互
に
「
攻
伐
」「
亂
賊
」

す
る
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
は
、「
天
下
之
害
」
で
は
な
く
、「
天
下
之
利
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
惡
人
」「
賊
人
」
で
は
な
く
、「
愛
人
」「
利

人
」
の
「
交
兼
（
交
も
兼
な
り
）」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
天
下
之
大
利
」
で
あ
る
と
す
る
（
③
）。

こ
う
し
て
、
墨
子
は
「
兼
」
を
「
是
」
と
し
、「
兼
」
は
「
天
下
之
大
利
」
を
生
み
、「
別
」
が
「
天
下
之
大
害
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

を
論
証
し
、
兼
愛
下
篇
冒
頭
に
示
さ
れ
た
「
仁
人
之
事
者
、
必
務
求
興
天
下
之
利
、
除
天
下
之
害
」（
①
）
へ
の
回
答
と
す
る
（
④
）。

下
篇
で
は
続
け
て
、「
兼
」
と
「
別
」
を
対
比
し
つ
つ
、「
兼
」
の
有
効
性
を
繰
り
返
す
。

	

⑤	

是
故
子
墨
子
曰
、「
別
非
而
兼
是
者
、
出
乎
若
方
也
。
今
吾
將
正
求
興
天
下
之
利
而
取
之
、
以
兼
爲
正
、
是
以
聰
耳
明
目
相
爲
視
聽

（
13
）

①
姑
嘗
本
原
若
衆
害
之
所
自
生
、
此
胡
自
生
。
此

自
愛
人
利
人
生
與
。
既
必
曰
非
然
也
、
必
曰
從

惡
人
賊
人
生
。
分
名
乎
天
下
惡
人
而
賊
人
者
、

兼
與
。
別
與
。
即
必
曰
、
別
也
。
然
即
之
交
別

者
、
果
生
天
下
之
大
害
者
與
」。

③
姑
嘗
本
原
若
衆
利
之
所
自
生
、
此
胡
自
生
。
此
自
惡
人
賊
人
生
與
。
即
必
曰
非

然
也
、
必
曰
從
愛
人
利
人
生
。
分
名
乎
天
下
愛
人
而
利
人
者
、
別
與
。
兼
與
。

即
必
曰
兼
也
。
然
即
之
交
兼
者
、
果
生
天
下
之
大
利
者
與
」。

②
子
墨
子
曰
、「
非
人
者
、
必
有
以
易
之
、
若
非
人

而
無
以
易
之
、
譬
之
猶
以
水
救
水
也
、
其
説
將

必
無
可
焉
」。

④
是
故
子
墨
子
曰
、「
兼
是
也
。
且
郷
吾
本
言
曰
、『
仁
人
之
事
者
、
必
務
求
興
天

下
之
利
、
除
天
下
之
害
』。
今
吾
本
原
兼
之
所
生
天
下
之
大
利
者
也
。
吾
本
原
別

之
所
生
天
下
之
大
害
者
也
」。

（
12
）
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⑥

子
墨
子
曰
、「
用
而
不
可
、
雖
我
亦
將
非
之
。
且
焉
有
善
而
不
可
用
者
。
姑
嘗
兩
而
進
之
。
誰
以
爲
二
士
、
使
其
一
士
者
執
別
、
使

其
一
士
者
執
兼
。

是
故
別
士
之
言
曰
、『
吾
豈
能
爲
吾
友
之
身
若
爲
吾
身
、
爲
吾

友
之
親
若
爲
吾
親
』。
是
故
退
睹
其
友
、

飢
即
不
食
、
寒
即
不
衣
、
疾
病
不
侍
養
、
死
喪
不
葬
埋
。

	

別
士
之
言
若
此
、
行
若
此
。

→

兼
士
之
言
不
然
、
行
亦
不
然
、
曰
、『
吾
聞
爲
高
士
於
天
下

者
、
必
爲
其
友
之
身
若
爲
其
身
、
爲
其
友
之
親
若
爲
其
親
、

然
後
可
以
爲
高
士
於
天
下
』。
是
故
退
睹
其
友
、

　

飢
則
食
之
、
寒
則
衣
之
、
疾
病
侍
養
之
、
死
喪
葬
埋
之
。

	

兼
士
之
言
若
此
、
行
若
此
。

若
之
二
士
者
、
言
相
非
而
行
相
反
與
。
當
使
若
二
士
者
、
言
必
信
、
行
必
果
、
使
言
行
之
合
猶
合
符
節
也
、
無
言
而
不
行
也
。
然

即
敢
問
、
今
有
平
原
廣
野
於
此
、
被
甲
嬰
冑
、
將
往
戰
、
死
生
之
權
未
可
識
也
。
又
有
君
大
夫
之
遠
使
於
巴
・
越
・
齊
・
荊
、
往

來
及
否
未
可
識
也
、
然
即
敢
問
不
識
將
惡
也
。
家
室
、
奉
承
親
戚
、
提
挈
妻
子
、
而
寄
託
之
。
不
識
於
兼
之
有
是
乎
。
於
別
之
有

是
乎
。
我
以
爲
當
其
於
此
也
、
天
下
無
愚
夫
愚
婦
、
雖
非
兼
之
人
、
必
寄
託
之
於
兼
之
有
是
也
。
此
言
而
非
兼
、
擇
即
取
兼
、
即

此
言
行
費
也
。
不
識
天
下
之
士
所
以
皆
聞
兼
而
非
之
者
、
其
故
何
也
。
然
而
天
下
之
士
非
兼
者
之
言
猶
未
止
也
。
曰
、『
意
可
以
擇

士
、
而
不
可
以
擇
君
乎
』。

乎
、
是
以
股
肱
畢
強
相
爲
動
宰
乎
、
而
有
道
肆
相
敎
誨
。
是
以
老
而
無
妻
子
者
、
有
所
侍
養
以
終
其
壽
。
幼
弱
孤
童
之
無
父
母
者
、

有
所
放
依
以
長
其
身
。
今
唯
毋
以
兼
爲
正
、
即
若
其
利
也
。
不
識
天
下
之
士
、
所
以
皆
聞
兼
而
非
者
、
其
故
何
也
。
然
而
天
下
之

士
非
兼
者
之
言
、
猶
未
止
也
。
曰
、『
即
善
矣
。
雖
然
、
豈
可
用
哉
』」。

「
別
」
が
「
非
」、「
兼
」
が
「
是
」
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
よ
う
な
理
屈
で
あ
る
か
ら
、
天
下
の
利
を
興
し
、
手
に
入
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、

「
兼
」
こ
そ
「
正
」
し
い
方
策
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
人
び
と
は
全
身
全
霊
で
相
互
に
協
力
し
合
い
、
助
け
合
い
、
教
え
導
き
合
い
、
天

下
万
人
、
老
若
男
女
が
安
ら
か
に
そ
の
生
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、「
天
下
之
士
君
子
」
は
実
践
の
困
難
さ
を
根
拠
に
「
兼
」
を

「
非
」
と
す
る
と
い
う
（
⑤
）。

墨
子
は
、「
兼
」
を
実
践
す
る
「
兼
士
」「
兼
君
」、「
別
」
を
実
践
す
る
「
別
士
」「
別
君
」
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
結
果
か
ら
あ
ら
た
め
て
「
兼
」
の
有
効
性
を
示
す
。
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実
践
不
可
能
で
あ
れ
ば
「
非
」
で
あ
る
が
、「
善
」
な
ら
ば
実
践
可
能
と
し
て
、
他
人
を
自
分
と
同
一
視
し
な
い
「
別
士
」
は
、「
飢
即
不

食
、
寒
即
不
衣
、
疾
病
不
侍
養
、
死
喪
不
葬
埋
」
と
い
う
状
態
に
陥
る
一
方
、
他
人
を
自
分
と
同
一
視
す
る
「
兼
士
」
に
は
、
逆
に
「
飢

則
食
之
、
寒
則
衣
之
、
疾
病
侍
養
之
、
死
喪
葬
埋
之
」
と
い
う
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
友
人
や
友
人
の
親
を
自
分
や
自
分
の
親
と
同
一

視
し
な
い
「
別
士
」
と
、
友
人
や
友
人
の
親
を
自
分
や
自
分
の
親
と
同
一
視
す
る
「
兼
士
」
と
で
は
、
生
死
に
関
わ
る
極
限
状
態
に
お
い

て
、
後
事
を
託
す
先
は
、
当
然
、「
兼
士
」
で
あ
り
、「
兼
」
を
否
定
す
る
者
で
す
ら
「
兼
士
」
を
選
ぶ
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、「
別
士
」

と
「
兼
士
」
と
は
選
択
可
能
だ
が
、「
君
」
を
選
択
で
き
な
い
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
万
民
を
自
分
と
同
一
視
し
な
い
「
別
君
」
は
、「
飢

即
不
食
、
寒
即
不
衣
、
疾
病
不
侍
養
、
死
喪
不
葬
埋
」
と
い
う
状
態
に
陥
り
、
万
民
の
こ
と
を
先
に
し
、
自
分
の
こ
と
を
後
に
す
る
「
兼

君
」
に
は
、「
飢
則
食
之
、
寒
則
衣
之
、
疾
病
侍
養
之
、
死
喪
葬
埋
之
」
と
い
う
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
生
死
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
天
下

の
混
乱
状
態
に
お
い
て
、
身
を
任
せ
る
先
は
、
当
然
、「
兼
君
」
で
あ
り
、「
兼
」
を
否
定
す
る
者
で
す
ら
「
兼
君
」
を
選
ぶ
に
違
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、「
兼
」
は
「
仁
」
で
あ
り
「
義
」
で
あ
る
が
、
実
践
困
難
な
度
合
い
は
神
業
の
域
（「
猶
挈
泰
山
以
超
江
河
也
（
猶
お
泰
山

⑥

姑
嘗
兩
而
進
之
。
誰
以
爲
二
君
、
使
其
一
君
者
執
兼
、
使
其
一
君
者
執
別
、

是
故
別
君
之
言
曰
、『
吾
惡
能
爲
吾
萬
民
之
身
若
爲
吾
身
、
此

泰
非
天
下
之
情
也
。
人
之
生
乎
地
上
之
無
幾
何
也
、
譬
之
猶

駟
馳
而
過
隙
也
』。
是
故
退
睹
其
萬
民
、

　

飢
即
不
食
、
寒
即
不
衣
、
疾
病
不
侍
養
、
死
喪
不
葬
埋
。

	

別
君
之
言
若
此
、
行
若
此
。

→

兼
君
之
言
不
然
、
行
亦
不
然
。
曰
、『
吾
聞
爲
明
君
於
天
下

者
、
必
先
萬
民
之
身
、
後
爲
其
身
、
然
後
可
以
爲
明
君
於
天

下
』。
是
故
退
睹
其
萬
民
、

　

飢
即
食
之
、
寒
即
衣
之
、
疾
病
侍
養
之
、
死
喪
葬
埋
之
。

	

兼
君
之
言
若
此
、
行
若
此
。

然
即
交
若
之
二
君
者
、
言
相
非
而
行
相
反
與
。
常
使
若
二
君
者
、
言
必
信
、
行
必
果
、
使
言
行
之
合
猶
合
符
節
也
、
無
言
而
不
行

也
。
然
即
敢
問
、
今
歳
有
癘
疫
、
萬
民
多
有
勤
苦
凍
餒
、
轉
死
溝
壑
中
者
、
既
已
衆
矣
。
不
識
將
擇
之
二
君
者
、
將
何
從
也
。
我

以
爲
當
其
於
此
也
、
天
下
無
愚
夫
愚
婦
、
雖
非
兼
者
、
必
從
兼
君
是
也
。
言
而
非
兼
、
擇
即
取
兼
、
此
言
行
拂
也
。
不
識
天
下
所

以
皆
聞
兼
而
非
之
者
、
其
故
何
也
。
然
而
天
下
之
士
非
兼
者
之
言
也
、
猶
未
止
也
。
曰
、『
兼
即
仁
矣
、
義
矣
。
雖
然
、
豈
可
爲

哉
。
吾
譬
兼
之
不
可
爲
也
、
猶
挈
泰
山
以
超
江
河
也
。
故
兼
者
、
直
願
之
也
、
夫
豈
可
爲
之
物
哉
』」。
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を
挈
げ
て
以
て
江
河
を
超
ゆ
る
が
ご
と
き
な
り
）」）
に
あ
る
と
し
て
、「
兼
」
の
非
現
実
性
の
問
題
が
再
浮
上
す
る
（
⑥
）。

墨
子
は
、

	
⑦	
子
墨
子
曰
、「
夫
挈
泰
山
以
超
江
河
、
自
古
之
及
今
、
生
民
而
來
未
嘗
有
也
。
今
若
夫
兼
相
愛
・
交
相
利
、
此
自
先
聖
四
者
親
行

之
。
何
知
先
聖
四
王
之
親
行
之
也
」。

と
、「
挈
泰
山
以
超
江
河
」
は
い
ま
だ
か
つ
て
実
行
さ
れ
得
な
か
っ
た
行
為
で
あ
る
が
、「
先
聖
四
王
」
が
み
ず
か
ら
実
践
し
た
「
兼
相
愛
」

「
交
相
利
」
は
、
つ
ぎ
の
事
蹟
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
と
い
う
（
⑦
）。

	

⑧	

子
墨
子
曰
、「
吾
非
與
之
並
世
同
時
、
親
聞
其
聲
、
見
其
色
也
。
以
其
所
書
於
竹
帛
、
鏤
於
金
石
、
琢
於
槃
盂
、
傳
遺
後
世
子
孫
者

知
之
。

	
	
	
	

泰
誓
曰
、
…
…
即
此
文
王
兼
也
。
雖
子
墨
子
之
所
謂
兼
者
、
於
文
王
取
法
焉
。

	
	
	
	

且
不
唯
泰
誓
爲
然
、
雖
禹
誓
即
亦
猶
是
也
。
…
…
即
此
禹
兼
也
。
雖
子
墨
子
之
所
謂
兼
者
、
於
禹
求
焉
。

	
	
	
	

且
不
唯
禹
誓
爲
然
。
雖
湯
説
即
亦
猶
是
也
。
…
…
即
此
湯
兼
也
。
雖
子
墨
子
之
所
謂
兼
者
、
於
湯
取
法
焉
。

	
	
	
	

且
不
惟
禹
誓
與
湯
説
爲
然
、
周
詩
即
亦
猶
是
也
。
…
…
即
此
文
武
兼
也
。
雖
子
墨
子
之
所
謂
兼
者
、
於
文
武
取
法
焉
。

	
	
	
	

不
識
天
下
之
人
、
所
以
皆
聞
兼
而
非
之
者
、
其
故
何
也
。
然
而
天
下
之
非
兼
者
之
言
、
猶
未
止
、
曰
、『
意
不
忠
親
之
利
、
而
害
爲

孝
乎
』」。

「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
、「
竹
帛
」「
金
石
」「
槃
盂
」
に
記
録
さ
れ
、
後
世
に
も
広
く
知
ら
れ
る
。「
泰
誓
」
に

は
文
王
の
「
兼
愛
」
が
、「
禹
誓
」
に
は
禹
の
「
兼
」
が
、「
湯
説
」
に
は
湯
の
「
兼
」
が
、「
周
詩
」
に
は
文
王
・
武
王
の
「
兼
」
が
記
さ

れ
て
お
り
、
墨
子
の
「
兼
」
と
は
「
先
聖
四
王
」
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
「
兼
」
を
「
非
」
と
す
る
者
か
ら
は
、「
先
聖
四

王
」
の
「
兼
」
を
実
践
し
て
も
、
自
分
の
親
の
利
益
に
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
「
孝
」
の
障
害
に
な
る
と
い
う
非
難
が
あ
る
と
す
る
（
⑧
）。

墨
子
は
こ
の
非
難
に
対
し
て
、「
兼
」
の
「
孝
」
に
お
け
る
実
践
可
能
性
を
説
く
。

	

⑨	

子
墨
子
曰
、「
姑
嘗
本
原
之
孝
子
之
爲
親
度
者
、
吾
不
識
孝
子
之
爲
親
度
者
、
亦
欲
人
愛
利
其
親
與
。
意
欲
人
之
惡
賊
其
親
與
。
以

説
觀
之
、
即
欲
人
之
愛
利
其
親
也
。
然
即
吾
惡
先
從
事
即
得
此
。
若
我
先
從
事
乎
愛
利
人
之
親
、
然
後
人
報
我
以
愛
利
吾
親
乎
。

意
我
先
從
事
乎
惡
賊
人
之
親
、
然
後
人
報
我
以
愛
利
吾
親
乎
。
即
必
吾
先
從
事
乎
愛
利
人
之
親
、
然
後
人
報
我
以
愛
利
吾
親
也
。

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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然
即
之
交
孝
子
者
、
果
不
得
已
乎
、
毋
先
從
事
愛
利
人
之
親
者
與
。
意
以
天
下
之
孝
子
爲
遇
而
不
足
以
爲
正
乎
。
姑
嘗
本
原
之
先

王
之
所
書
、「
大
雅
」
之
所
道
曰
、
…
…
。
即
此
言
愛
人
者
必
見
愛
也
、
而
惡
人
者
必
見
惡
也
。
不
識
天
下
之
士
、
所
以
皆
聞
兼
而

非
之
者
、
其
故
何
也
。
意
以
爲
難
而
不
可
爲
邪
。
嘗
有
難
此
而
可
爲
者
。
昔
荊
靈
王
好
小
要
、
…
…
。
昔
者
越
王
句
踐
好
勇
、
…
…
。

昔
者
晉
文
公
好
苴
服
、
…
…
。
是
故
約
食
・
焚
身
・
苴
服
、
此
天
下
之
至
難
爲
也
、
然
後
爲
而
上
説
之
、
未
踰
於
世
而
民
可
移
也
。

何
故
也
。
即
求
以
郷
其
上
也
。
今
若
夫
兼
相
愛
・
交
相
利
、
此
其
有
利
且
易
爲
也
、
不
可
勝
計
也
、
我
以
爲
則
無
有
上
説
之
者
而

已
矣
。
苟
有
上
説
之
者
、
勸
之
以
賞
譽
、
威
之
以
刑
罰
、
我
以
爲
人
之
於
就
兼
相
愛
・
交
相
利
也
、
譬
之
猶
火
之
就
上
、
水
之
就

下
也
、
不
可
防
止
於
天
下
。
故
兼
者
聖
王
之
道
也
、
王
公
大
人
之
所
以
安
也
、
萬
民
衣
食
之
所
以
足
也
。
故
君
子
莫
若
審
兼
而
務

行
之
、
爲
人
君
必
惠
、
爲
人
臣
必
忠
、
爲
人
父
必
慈
、
爲
人
子
必
孝
、
爲
人
兄
必
友
、
爲
人
弟
必
悌
。
故
君
子
莫
若
欲
爲
惠
君
・

忠
臣
・
慈
父
・
孝
子
・
友
兄
・
悌
弟
、
當
若
兼
之
不
可
不
行
也
、
此
聖
王
之
道
而
萬
民
之
大
利
也
」。

孝
行
と
い
う
心
情
の
本
質
に
着
目
す
る
と
、
孝
子
は
他
人
が
自
分
の
親
を
「
惡
賊
」
す
る
よ
り
も
、「
愛
利
」
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ

る
。
な
ら
ば
、
先
に
他
人
の
親
を
「
愛
利
」
し
た
後
に
他
人
が
自
分
の
親
を
「
愛
利
」
し
て
く
れ
る
の
か
、
先
に
他
人
の
親
を
「
惡
賊
」

し
た
後
に
「
愛
利
」
し
て
く
れ
る
の
か
、
先
に
「
愛
利
」
す
る
か
ら
こ
そ
後
に
「
愛
利
」
し
て
く
れ
る
。
よ
っ
て
、
先
に
他
人
の
親
を
「
愛

利
」
す
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、「
兼
」
を
「
非
」
と
す
る
者
は
孝
行
を
愚
か
な
こ
と
と
し
て
「
兼
」
を
「
正
」
し
い
こ
と
と
し

な
い
。
ま
た
、「
天
下
之
士
」
は
実
践
困
難
な
た
め
に
「
兼
」
を
「
非
」
と
す
る
が
、
か
つ
て
、
荊
の
霊
王
・
越
王
句
践
・
晋
の
文
公
の
特

異
な
愛
好
、
つ
ま
り
、「
約
食
（
節
食
）」「
焚
身
（
焼
身
）」「
苴
服
（
粗
服
）」
な
ど
、「
兼
」
の
実
践
よ
り
も
困
難
な
こ
と
で
も
、
上
位
者

の
愛
好
で
あ
れ
ば
下
位
者
は
従
っ
た
。
翻
っ
て
、「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」
は
利
益
が
あ
る
上
に
実
践
し
や
す
い
の
で
上
位
者
が
採
用
し
、

実
践
不
実
践
に
対
し
て
賞
罰
で
応
じ
た
な
ら
ば
、
天
下
中
に
広
く
浸
透
す
る
。「
兼
」
は
「
聖
王
之
道
」
で
あ
り
、「
王
公
大
人
」
は
平
和

に
、
人
び
と
に
は
衣
食
が
充
足
す
る
方
策
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
君
子
は
「
兼
」
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
人

君
」
は
「
惠
」・「
人
父
」
は
「
慈
」・「
人
子
」
は
「
孝
」・「
人
兄
」
は
「
友
」・「
人
弟
」
は
「
悌
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
惠
君
」「
忠
臣
」「
慈
父
」「
孝
子
」「
友
兄
」「
悌
弟
」
に
な
る
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
、「
聖
王
之
道
」
で
あ
り
、
万
民

の
偉
大
な
る
利
益
で
あ
る
「
兼
」
以
外
に
術
は
な
い
と
す
る
（
⑨
）。

①
は
本
篇
の
問
題
提
起
と
と
も
に
、「［
17
］
大
＋
Ａ
＋
之
＋
x
＋
小
＋
Ａ
＋
也
」
の
形
式
で
既
存
の
関
係
を
持
た
な
い
「
大
國
」
に
よ

（
19
）
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る
「
小
國
」
へ
の
、「
大
家
」
に
よ
る
「
小
家
」
へ
の
侵
害
を
示
し
た
後
、「［
18
］
Ａ
＋
之
＋
χ
＋
Ｂ
」
の
形
式
で
優
位
者
に
よ
る
劣
位
者

へ
の
侵
害
と
し
て
普
遍
化
し
、「［
19
］
Ａ
＋
者
之
不
＋
χ
＋
也
」
の
形
式
で
君
臣
間
・
父
子
間
の
侵
害
を
示
し
て
、
個
人
間
の
侵
害
を
通

し
て
「
天
下
之
害
」
と
し
て
総
括
す
る
。
つ
ま
り
、
個
別
的
事
象
を
普
遍
的
事
象
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ
れ
か
ら
ま
た
前
の
個
別
的
事
象

と
は
質
の
異
な
る
個
別
的
事
象
を
引
き
出
す
。
こ
れ
は
、
小
取
篇
に
見
え
る
「
是
而
然
」
に
通
じ
る
展
開
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
兼
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
状
態
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

	

［
20
］
爲
人
之
＋
Ａ
＋
若
爲
其
＋
Ａ
、
夫
誰
獨
擧
其
＋
Ａ
＋
以
＋
x
＋
人
之
＋
Ａ
＋
者
哉
。
爲
彼
（
者
）
由
爲
己
也

	

［
21
］
Ａ
＋
Ｂ
＋
不
相
＋
x

［
20
］
の
形
式
で
示
し
た
既
存
の
関
係
を
持
た
な
い
国
同
士
・
都
同
士
・
家
同
士
を
［
21
］
の
形
式
に
集
約
し
、［
20
］
で
示
さ
れ
た
事
象

と
は
質
の
異
な
る
事
象
を
追
加
し
て
［
21
］
で
普
遍
的
事
象
と
し
て
捉
え
直
す
。
こ
れ
も
ま
た
、「
是
而
然
」
の
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。

続
く
⑥
の
「
別
」
と
「
兼
」
の
対
比
で
は
、「
別
士
」「
兼
士
」
と
い
う
「
士
」
の
レ
ベ
ル
の
事
象
が
同
じ
く
「
別
君
」「
兼
君
」
と
い
う

「
君
」
の
レ
ベ
ル
に
も
適
応
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
士
」
レ
ベ
ル
の
「
別
士
」「
兼
士
」
そ
れ
ぞ
れ
の
迎
え
る
状
況
が
「
君
」
レ
ベ
ル
の

「
別
君
」「
兼
士
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
の
形
式
は
小
取
篇
に
見
え
る
「
是
而
然
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

『
墨
子
』
小
取
篇
に
見
え
る
五
つ
の
論
弁
形
式
に
通
じ
る
思
考
が
兼
愛
三
篇
に
見
出
せ
る
か
否
か
、
主
に
三
篇
の
語
・
句
・
文
・
節
な
ど

に
お
け
る
表
現
や
構
成
に
基
づ
い
て
考
察
を
進
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
三
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
中
篇
・
下
篇
に
見
え
る
兼
愛
の
実
践
可
能
性
を
立
証
す
る
部
分
な
ど
を
除
い
て
、
兼
愛
論
の
核
心
部
分
の
展
開
に
お
い
て
、

三
篇
間
に
大
き
な
相
違
は
見
出
せ
ず
、
三
篇
は
い
ず
れ
も
二
つ
の
次
元
（
既
存
の
関
係
を
持
つ
「
父
子
・
兄
弟
・
君
臣
」
と
既
存
の
関
係

を
持
た
な
い
「
室
（
家
）・
身
（
人
）・
大
夫
・
諸
侯
（
国
）」）
に
お
け
る
「
亂
」「
害
」
の
状
態
を
提
示
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
兼
愛
」

（「
兼
相
愛
」「
交
相
利
」「
兼
」）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
状
態
を
提
示
し
て
、
兼
愛
の
理
論
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
構
成
に
お
い
て
三

篇
の
兼
愛
論
は
い
ず
れ
も
こ
の
大
枠
を
外
れ
る
こ
と
は
な
い
。
中
篇
や
下
篇
で
兼
愛
の
実
践
可
能
性
を
証
拠
付
け
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
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も
兼
愛
論
の
実
践
の
可
否
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
兼
愛
の
理
論
そ
の
も
の
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

第
二
に
、
各
種
の
事
象
を
「
亂
」「
害
」
と
総
括
す
る
過
程
、
兼
愛
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
状
態
を
列
挙
す
る
過
程
で
は
、
同
一
な
い

し
は
類
似
表
現
が
反
復
さ
れ
、
あ
た
か
も
同
じ
次
元
の
事
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
が
、
各
事
象
間
に
は
既
存
の
関
係
の
有

無
と
い
う
内
容
上
の
不
一
致
が
明
ら
か
に
存
在
す
る
。
そ
の
内
容
上
の
不
一
致
に
対
し
て
、
上
篇
は
論
理
の
飛
躍
さ
せ
る
表
現
を
配
置
し

て
解
消
す
る
。
中
篇
・
下
篇
は
同
一
形
式
の
反
復
お
よ
び
優
位
者
と
劣
位
者
と
い
う
関
係
へ
と
内
容
を
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
り
解
消
す

る
。
こ
う
し
た
展
開
に
よ
り
、
事
象
間
の
内
容
的
不
一
致
を
無
効
化
し
、
何
ら
矛
盾
な
く
、
兼
愛
論
を
主
張
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
て
第
三
に
、
三
篇
全
体
と
し
て
は
、
同
一
な
い
し
類
似
表
現
の
反
復
、
論
理
の
飛
躍
な
ど
を
駆
使
し
て
、
小
取

篇
に
見
え
る
五
つ
の
論
弁
形
式
の
う
ち
、「
是
而
然
」
に
通
じ
る
思
考
を
基
調
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、『
墨
子
』
兼
愛
三
篇
は
、
兼
愛
論
自
体
は
三
篇
と
も
に
ほ
ぼ
同
じ
構
成
を
持
ち
、
そ
こ
で
は
個
別
の
事
象
の
普

遍
化
に
よ
っ
て
兼
愛
論
を
主
張
し
、
そ
の
主
張
は
小
取
篇
に
見
え
る
論
弁
形
式
の
一
つ
で
あ
る
「
是
而
然
」
の
思
考
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）	

こ
の
五
分
類
は
、
胡
適
以
降
、
梁
啓
超
『
墨
子
學
案
』（
一
九
二
一
年
）・
方
授
楚
『
墨
学
源
流
』（
一
九
三
七
年
）
や
渡
邊
卓
『
古
代
中
国
思

想
の
研
究
』「
第
三
部
〔
附
編
〕
墨
家
思
想
」（
創
文
社
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
に
お
い
て
も
、
若
干
の
見
解
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）	

小
稿
で
論
及
す
る
「
墨
弁
」
以
外
に
、
浅
野
裕
一
氏
は
、
第
四
類
（
説
話
類
）
か
ら
当
時
の
墨
家
像
の
復
元
を
試
み
て
い
る
（
浅
野
裕
一
「
墨

家
集
団
の
質
的
変
化
―
説
話
類
の
意
味
す
る
も
の
」『
日
本
中
国
学
会
報
』
三
四
、
一
九
八
二
年
・
同
『
墨
子
』
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
3
）	

拙
稿
「
墨
家
の
論
理
―
『
墨
子
』
小
取
篇
試
解
―
」『
慶
應
義
塾
中
国
文
学
会
報
』
一
、
二
〇
一
七
年
。

（
4
）	

「
是
而
然
」
の
例
と
し
て
、「
一
人
則
一
義
、
二
人
則
二
義
、
十
人
則
十
義
、
其
人
茲
衆
、
其
所
謂
義
者
亦
茲
衆
、
是
以
人
是
其
義
、
以
非
人

之
義
、
故
交
相
非
也
」（
尚
同
上
篇
）・「
一
人
一
義
、
十
人
十
義
、
百
人
百
義
、
其
人
數
茲
衆
、
其
所
謂
義
者
亦
茲
衆
。
是
以
人
是
其
義
、
而
非

人
之
義
、
故
相
交
非
也
」（
尚
同
中
篇
）・「
是
一
人
一
義
、
十
人
十
義
、
百
人
百
義
、
千
人
千
義
、
逮
至
人
之
衆
不
可
勝
計
也
、
則
其
所
謂
義
者
、

亦
不
可
勝
計
。
此
皆
是
其
義
、
而
非
人
之
義
」（
尚
同
下
篇
）・「
藉
爲
人
之
國
、
若
爲
其
國
、
夫
誰
獨
擧
其
國
以
攻
人
之
國
者
哉
。
爲
彼
者
由
爲
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己
也
。
爲
人
之
都
、
若
爲
其
都
、
夫
誰
獨
學
其
都
以
伐
人
之
都
者
哉
。
爲
彼
猶
爲
己
也
。
爲
人
之
家
、
若
爲
其
家
、
夫
誰
獨
擧
其
家
以
亂
人
之

家
者
哉
。
爲
彼
猶
爲
己
也
」（
兼
愛
下
篇
）、「
一
是
而
一
非
」
の
例
と
し
て
、「
殺
一
人
謂
之
不
義
、
必
有
一
死
罪
矣
、
若
以
此
説
往
、
殺
十
人

十
重
不
義
、
必
有
十
死
罪
矣
。
殺
百
人
百
重
不
義
、
必
有
百
死
罪
矣
。
當
此
、
天
下
之
君
子
皆
知
而
非
之
、
謂
之
不
義
。
今
至
大
爲
不
義
攻
國
、

則
弗
知
非
、
從
而
譽
之
、
謂
之
義
、
情
不
知
其
不
義
也
」（
非
攻
上
篇
）
を
挙
げ
た
。

（
5
）	
「
十
論
二
十
三
篇
」
中
、
兼
愛
上
篇
が
最
も
早
く
著
述
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
赤
塚
忠
「
墨
子
の
天
志
に
つ
い
て
―
墨
子
の
思
想
体
系

の
復
元
―
」（『
研
究
（
哲
学
編
）』
六
、
一
九
五
五
年
）、
渡
邊
卓
『
古
代
中
国
思
想
の
研
究
』
第
三
部
第
一
編
「
第
二
章
『
墨
子
』
諸
篇
の

著
作
年
代
」（
創
文
社
、
一
九
七
三
年
）、
浅
野
裕
一
「
墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解
（
一
）
―
兼
愛
論
に
つ
い
て
―
」（『
集
刊
東
洋
学
』
三

二
、
一
九
七
四
年
）、
池
田
知
久
「『
墨
子
』
の
兼
愛
説
と
尚
賢
説
」（『
中
哲
文
学
会
報
』
六
、
一
九
八
一
年
）、
同
『
諸
子
百
家
文
選
』「
墨
家
」

（
研
文
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
、
ほ
ぼ
定
説
と
い
え
る
。

（
6
）	

渡
邊
卓
『
古
代
中
国
思
想
の
研
究
』
第
三
部
第
一
編
「
第
二
章
『
墨
子
』
諸
篇
の
著
作
年
代
」
に
お
い
て
、
兼
愛
三
篇
を
「
上
・
中
・
下
が

著
作
順
序
を
示
す
も
の
」
と
す
る
ほ
か
、
浅
野
裕
一
「
墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解
（
一
）
―
兼
愛
論
に
つ
い
て
―
」、
池
田
知
久
「
墨
家
」

同
「『
墨
子
』
の
兼
愛
説
と
尚
賢
説
」、
橋
元
純
也
「『
墨
子
』
兼
愛
論
と
そ
の
周
辺
（
下
）
―
兼
愛
論
の
系
譜
と
位
相
―
」（『
東
洋
古
典
学

研
究
』
一
二
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
、
各
篇
の
著
作
時
期
に
つ
い
て
は
一
定
し
な
い
も
の
の
、
著
作
順
序
と
し
て
は
上
・
中
・
下
と
す
る
の
が

ほ
ぼ
通
説
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

（
7
）	

①
②
③
…
…
の
順
に
全
文
（
一
部
、
省
略
）
を
掲
げ
る
（
以
下
、
中
篇
・
下
篇
も
同
じ
）。『
墨
子
』
原
文
の
引
用
は
、
孫
詒
譲
『
墨
子
間
詁
』

（「
新
編
諸
子
集
成
（
初
編
）」、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
、
一
部
字
句
を
改
め
た
個
所
は
、
そ
の
都
度
示
す
こ

と
と
す
る
。
な
お
、
各
篇
の
理
解
に
あ
た
っ
て
は
、
主
に
、
渡
邊
卓
『
古
代
中
国
思
想
の
研
究
』、
浅
野
裕
一
「
墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解
（
一
）

―
兼
愛
論
に
つ
い
て
―
」、
池
田
知
久
「
墨
家
」、
同
「『
墨
子
』
の
兼
愛
説
と
尚
賢
説
」、
橋
元
純
也
「『
墨
子
』
兼
愛
論
と
そ
の
周
辺
（
上
）

―
兼
愛
三
篇
の
「
相
愛
」
と
「
兼
」
―
」（『
東
洋
古
典
学
研
究
』
一
〇
、
二
〇
〇
〇
年
）、
同
「『
墨
子
』
兼
愛
論
と
そ
の
周
辺
（
下
）
―

兼
愛
論
の
系
譜
と
位
相
―
」
な
ど
の
ほ
か
、
渡
邊
卓
『
墨
子
（
上
）』（「
全
釈
漢
文
大
系
」
集
英
社
、
一
九
七
四
年
）、
山
田
琢
『
墨
子
（
上
）』

（「
新
釈
漢
文
大
系
」
明
治
書
院
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
8
）	

渡
邊
卓
『
墨
子
（
上
）』
で
は
、
兼
愛
中
篇
な
ら
び
に
兼
愛
下
篇
に
現
れ
る
「
子
墨
子
言
」
を
、「
兼
愛
中
篇
の
作
者
は
、
い
っ
た
い
に
こ
の

語
句
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
要
点
を
引
き
締
め
、
全
篇
が
開
祖
の
言
論
で
あ
る
と
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
句
の
す
ぐ
に
下
に

そ
れ
ぞ
れ
引
用
さ
れ
て
い
る
一
句
だ
け
が
開
祖
の
こ
と
ば
と
思
う
な
ら
ば
、
錯
覚
で
あ
る
。
開
祖
の
言
論
像
の
形
象
に
力
を
注
い
で
い
る
作
者

の
立
場
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
兼
愛
三
篇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
、「
子
墨
子
」
に
兼
愛
論
を
展
開
、
主
張
さ
せ
る
構
成
で
あ
り
、「
子
墨
子
言
」
が
あ
る
重
要
な
語
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
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小
稿
で
は
、
作
者
に
と
っ
て
の
「
子
墨
子
」
の
配
置
も
念
頭
に
兼
愛
論
の
展
開
を
分
析
す
る
意
味
か
ら
、
兼
愛
中
篇
と
兼
愛
下
篇
で
は
「
子
墨

子
」
を
軸
に
し
た
構
成
と
い
う
点
か
ら
検
討
を
試
み
る
。

（
9
）	

『
墨
子
間
詁
』
に
は
「
衆
必
劫
寡
」
を
欠
く
が
、
孫
詒
譲
に
よ
り
補
う
。

（
10
）	

『
墨
子
間
詁
』
は
「
崇
」
に
作
る
が
、
兪
樾
に
よ
り
「
察
」
に
改
め
る
。

（
11
）	
⑦
は
「
君
―
臣
」
間
、
⑧
は
「
君
―
民
」
間
と
い
う
次
元
を
異
に
す
る
事
象
と
も
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
12
）	
『『
墨
子
間
詁
』
は
「
火
」
に
作
る
が
、
兪
樾
に
よ
り
「
水
」
に
改
め
る
。

（
13
）	

『
墨
子
間
詁
』
は
「
與
」
に
作
る
が
、
蘇
時
学
に
よ
り
「
興
」
に
改
め
る
。

（
14
）	

『
墨
子
間
詁
』
は
「
六
」
に
作
る
が
、
孫
詒
譲
に
よ
り
「
四
」
に
改
め
る
。

（
15
）	

前
注
に
同
じ
。

（
16
）	

『
墨
子
間
詁
』
は
「
誓
命
」
に
作
る
が
、
孫
詒
譲
に
よ
り
「
禹
誓
」
に
改
め
る
。

（
17
）	

『
墨
子
間
詁
』
は
「
以
」
を
欠
く
が
、
孫
詒
譲
に
よ
り
「
以
」
を
補
う
。

（
18
）	

『
墨
子
間
詁
』
は
「
賊
」
を
欠
く
が
、
兪
樾
に
よ
り
「
賊
」
を
補
う
。

（
19
）	

『
墨
子
間
詁
』
は
「
舟
」
に
作
る
が
、
孫
詒
譲
に
よ
り
「
身
」
に
改
め
る
。


